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○　実質赤字比率は、地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、福祉、教育等を
行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

○　連結実質赤字比率は、地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金不足額の標準財政規模に対する比率で、
地方公共団体全体の赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

（単位：千円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

210,788 239,396 310,582 673,588 362,722
小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計 10,733 10,847 10,959 11,026 11,099

221,521 250,243 321,541 684,614 373,821

11,690,907 12,040,601 12,796,359 12,716,050 12,908,106

- - - - -

(1.89%) (2.07%) (2.51%) (5.38%) (2.89%)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
小郡市国民健康保険事業特別会計 114,584 158,669 217,117 239,043 245,352
小郡市後期高齢者医療特別会計 27,759 25,912 29,690 31,352 31,877
小郡市介護保険事業特別会計（介護保険事業勘定） 69,931 22,499 - - -
小郡市介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定） 8,716 0 - - -
小郡市介護保険事業特別会計 - - 75,322 62,389 45,624

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

小郡市下水道事業会計 393,448 453,441 472,921 493,590 535,865

小郡市工業団地整備事業特別会計 46,455 8,300 8,300 8,300 8,300

882,414 919,064 1,124,891 1,519,288 1,240,839

11,690,907 12,040,601 12,796,359 12,716,050 12,908,106

- - - - -

(7.54%) (7.63%) (8.79%) (11.94%) (9.61%)

○用語解説
・一般会計等：地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源（地方税、普通交付税等）の規模を示すもの
・実質赤字額：当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額であり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額
・資金の不足額：公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの（法適用企業の場合：基本的に流動負債の額から流動資産
の額を控除した額、法非適用企業の場合：基本的に一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額）

・公営企業：地方公共団体が経営する企業（地方公営企業法が適用される法適用企業とそれ以外の法非適用企業に分類）

会計名（公営事業会計：除く公営企業）

一般会計等
以外の特別
会計のうち公
営企業に係る
特別会計以
外の会計

資金不足・剰余額
会計名（公営企業会計）

法
適
用
企
業

宅地造成
事業以外

宅地造成
事業

宅地造成
事業以外

宅地造成
事業

合計（２）

標準財政規模

法
非
適
用
企
業

小郡市

実質赤字比率（％）

（黒字の比率（％））

会計名

１．実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移
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○　実質公債費比率は、その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を、その団体の標準財政規模を基本とした
額（※）と比べたときの率をいいます。借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度
を示す指標ともいえます。

（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

○　実質公債費比率は、以下に示すように、（１）単年度の実質公債費の比率を計算し、（２）その過去３ヶ年の平均値を計算
することにより算定します。

（１）単年度の実質公債費の比率を計算（下はR5決算数値の場合）

元利償還金等(a) 算入公債費等の額(b) 一般会計等の負担額（分子） （単位：千円、％）

2,082,005 - 1,420,128 661,877

12,908,106 - 1,420,128 11,487,978

標準財政規模(c) 算入公債費等の額(b) 比較する財政の規模（分母）

（２）過去３ヶ年の平均値を計算（小数点以下第２位切捨て）

7.948663575 （R3単年度の実質公債費比率）

+

6.849089659 （R4単年度の実質公債費比率） 20.5592284 ／３＝

+

5.76147517 （R5単年度の実質公債費比率）

○　実質公債費比率が何％かということだけでなく、その算定に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較
や過去からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の
一般会計等が負担する地方債の償還の内容について具体的に分析する上で有益です。

○一般会計等の負担額（分子）の内訳について　〔計算式：「元利償還金等(a)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○　「元利償還金等(a)」の内訳 （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

1,822,071 1,782,161 ▲ 2.2 1,709,382 ▲ 4.1 1,685,653 ▲ 1.4 1,668,982 ▲ 1.0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

360,523 269,177 ▲ 25.3 359,384 33.5 344,841 ▲ 4.0 336,741 ▲ 2.3

19,768 23,637 19.6 28,500 20.6 20,073 ▲ 29.6 37,410 86.4

301,220 315,078 4.6 289,718 ▲ 8.0 181,335 ▲ 37.4 38,872 ▲ 78.6

195 39 ▲ 80.0 0 皆減 0 0

2,503,777 2,390,092 ▲ 4.5 2,386,984 ▲ 0.1 2,231,902 ▲ 6.5 2,082,005 ▲ 6.7

○　「算入公債費等の額(b)」の内訳 （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

681,340 606,604 ▲ 11.0 505,424 ▲ 16.7 474,003 ▲ 6.2 431,617 ▲ 8.9

887,192 900,854 1.5 919,937 2.1 931,414 1.2 937,546 0.7

73,893 71,348 ▲ 3.4 62,770 ▲ 12.0 55,619 ▲ 11.4 50,965 ▲ 8.4

1,642,425 1,578,806 ▲ 3.9 1,488,131 ▲ 5.7 1,461,036 ▲ 1.8 1,420,128 ▲ 2.8

◎　一般会計等の負担額（分子） （単位：千円、％）

(a)-(b) R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

861,352 811,286 ▲ 5.8 898,853 10.8 770,866 ▲ 14.2 661,877 ▲ 14.1

⑤組合等負担等額

⑥債務負担行為

⑦一時借入金

＝

＝

事業費補正（元利・準元利）

R5年度の
実質公債費比率

①元利償還金

元利償還金等(a)

小郡市
２．実質公債費比率の状況と推移

令和2年度 令和3年度

9.1% 7.8% 8.0%

②積立不足額

③満期一括償還債

＝

令和元年度

＝

7.5%

5.76147517%

6.8%

実質公債費
比率

令和5年度

6.8%

④公営企業債繰入額

R5決算単年度の
実質公債費の

比率

令和4年度

算入公債費等の額(b)

公債費算入（元利・準元利）

密度補正（元利・準元利）

一般会計等の負担額



15 小郡市
２．実質公債費比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(c)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○　「標準財政規模(c)」の内訳 （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

7,973,363 8,278,360 3.8 7,927,627 ▲ 4.2 8,568,699 8.1 8,775,717 2.4

3,054,246 3,093,439 1.3 3,890,515 25.8 3,877,575 ▲ 0.3 4,017,586 3.6

663,298 668,802 0.8 978,217 46.3 269,776 ▲ 72.4 114,803 ▲ 57.4

11,690,907 12,040,601 3.0 12,796,359 6.3 12,716,050 ▲ 0.6 12,908,106 1.5

1,642,425 1,578,806 ▲ 3.9 1,488,131 ▲ 5.7 1,461,036 ▲ 1.8 1,420,128 ▲ 2.8

◎　比較する財政の規模（分母） （単位：千円、％）

(c)-(b) R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

10,048,482 10,461,795 4.1 11,308,228 8.1 11,255,014 ▲ 0.5 11,487,978 2.1

（単位：％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

8.571961417 7.754749543 ▲ 9.5 7.948663575 2.5 6.849089659 ▲ 13.8 5.76147517 ▲ 15.9

○　経年推移グラフ

　○用語解説
・一般会計等：地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源（地方税、普通交付税等）の規模を示すもの
・①元利償還金：一般会計等に係る公債費の額から、繰上償還等の額及び都市計画税充当可能額等の公債費充当特定財源の額
を控除した額

・②積立不足額：減債基金への積立不足額を考慮して算定した額
・③満期一括償還債：実際の償還額ではなく、償還期間30年の元金均等年賦償還とした場合における１年当たりの元金償還金
相当額

・④公営企業債等繰入額：一般会計等から一般会計等以外への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められる
もの

・⑤組合等負担等額：一部事務組合等への負担金・補助金のうち、一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと
認められるもの

・⑥債務負担行為：債務負担行為（数年度に渡る建設工事の経費支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為）に
基づく当該年度の支出のうち公債費に準ずるもの

・⑦一時借入金：当該年度に支出した一時借入金の利子
・算入公債費等の額：地方債の元利償還金額及び準元利償還金額のうち、当該年度の普通交付税の算定において基準財政需要
額として算入された額

※　四捨五入の関係で、数値が一致しない箇所があります。

標準財政規模(c)

単年度の
実質公債費の比率

算入公債費等の額(b)

比較する財政の規模

標準税収入額等

普通交付税額

臨時財政対策債発行可能額

2,504 
2,390 2,387 

2,232 
2,082 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

R元決算 R2決算 R3決算 R4決算 R5決算

元利償還金等（ａ）の総額及び内訳

①元利償還金 ②積立不足額
③満期一括償還債 ④公営企業債繰入額
⑤組合等負担等額 ⑥債務負担行為
⑦一時借入金

861
811

899

771

662

8.6% 7.8% 7.9%
6.8%

5.8%

9.1%
7.8% 8.0% 7.5%

6.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

R元決算 R2決算 R3決算 R4決算 R5決算

一般会計等の負担額及び実質公債費比率

一般会計等の負担額

実質公債費比率（単年度）※

実質公債費比率（３ヶ年平均）

百万円百万円

※小数点以下第２位を四捨五入して表示。
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○　将来負担比率は、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものを含め、その地方公共団体の一般会計等が将来負担
すべき実質的な負債の額を、その団体の標準財政規模を基本とした額（※）と比べたときの率をいいます。地方公共団体の一般
会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の
度合いを示す指標ともいえます。

（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

○　将来負担比率は、以下に示す算式で算定します。

・令和5年度決算数値に基づく将来負担比率の場合（小数点以下第２位切捨て）

将来負担額(A) 充当可能財源等(B) 実質的な将来負債額（分子） （単位：千円、％）

24,405,405 - 25,041,817 ▲ 636,412

12,908,106 - 1,420,128 11,487,978

標準財政規模(C) 算入公債費等の額(D) 比較する財政の規模（分母）

＊　将来負担比率は、実質的な将来負債額（分子）が負の場合、該当なしとなる（「-」で表示）。

○　将来負担比率が何％かということだけでなく、その算出に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去
からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能となります。

○　特に「将来負担額(A)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、地方公社や損失補償
を行っている出資法人等に係るものを含め、その団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の内容について具体的に分析
する上で有益です。

○実質的な将来負債額（分子）の内訳について　〔計算式：「将来負担額(A)」－「充当可能財源等(B)」〕

○　将来負担額(A)の内訳 （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

18,495,912 18,461,298 ▲ 0.2 18,199,153 ▲ 1.4 17,328,416 ▲ 4.8 16,689,119 ▲ 3.7

185,332 394,590 112.9 407,818 3.4 381,383 ▲ 6.5 354,706 ▲ 7.0

5,860,123 5,222,754 ▲ 10.9 6,637,384 27.1 6,314,508 ▲ 4.9 6,187,525 ▲ 2.0

802,112 589,792 ▲ 26.5 320,940 ▲ 45.6 186,844 ▲ 41.8 284,238 52.1

1,046,409 913,107 ▲ 12.7 1,051,451 15.2 990,408 ▲ 5.8 889,817 ▲ 10.2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

26,389,888 25,581,541 ▲ 3.1 26,616,746 4.0 25,201,559 ▲ 5.3 24,405,405 ▲ 3.2

○　充当可能財源等(B) （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

3,514,451 4,617,461 31.4 6,189,242 34.0 6,870,456 11.0 7,580,950 10.3

351,021 338,228 ▲ 3.6 339,808 0.5 357,127 5.1 433,441 21.4

0 0 0 0 0

18,344,973 18,147,915 ▲ 1.1 17,969,509 ▲ 1.0 17,513,096 ▲ 2.5 17,027,426 ▲ 2.8

22,210,445 23,103,604 4.0 24,498,559 6.0 24,740,679 1.0 25,041,817 1.2

◎　実質的な将来負債額（分子） （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

4,179,443 2,477,937 ▲ 40.7 2,118,187 ▲ 14.5 460,880 ▲ 78.2 ▲ 636,412 皆減

＝＝
令和5年度

将来負担比率 -

⑦負担見込額〔土地開発公社〕

⑧負担見込額〔第三セクター等〕

⑨負担見込額〔地方独法〕

⑩連結実質赤字額

＝

⑪組合連結実質赤字額

実質的な将来負債額

(A)-(B)〔算定の分子〕

充当可能基金

特定歳入〔都市計画税以外〕

特定歳入〔都市計画税〕

交付税算入見込額

充当可能財源等(B)

41.5 % 23.6 % 18.7 % 4.0 %

将来負担額(A)

①地方債の現在高

②債務負担行為

③公営企業債等繰入見込額

④組合負担等見込額

⑤退職手当負担見込額

⑥負担見込額〔地方道路公社〕

小郡市
３．将来負担比率の状況と推移

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

将来負担比率

令和5年度

-



15 小郡市
３．将来負担比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(C)」－「算入公債費等の額(D)」〕

○　標準財政規模(C)、算入公債費等の額(D) （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

11,690,907 12,040,601 3.0 12,796,359 6.3 12,716,050 ▲ 0.6 12,908,106 1.5

1,642,425 1,578,806 ▲ 3.9 1,488,131 ▲ 5.7 1,461,036 ▲ 1.8 1,420,128 ▲ 2.8

◎　比較する財政の規模（分母） （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

10,048,482 10,461,795 4.1 11,308,228 8.1 11,255,014 ▲ 0.5 11,487,978 2.1

○　経年推移グラフ

　○用語解説
・一般会計等：地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源（地方税、普通交付税等）の規模を示すもの
・①地方債の現在高：一般会計等の決算年度末における地方債現在高
・②債務負担行為：債務負担行為（数年度に渡る建設工事の経費支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為）に
基づく支出予定額（地方債を財源とできる地方財政法第５条各号に定める経費等に係るもの）

・③公営企業債等繰入見込額：一般会計等以外の会計（公営企業会計等）の地方債の元金償還に充てるため、一般会計等から
の繰入れが必要と見込まれる額

・④組合負担等見込額：当該市町村が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てるため、当該市町村からの負担等が
必要と見込まれる額

・⑤退職手当負担見込額：退職手当支給予定額（全職員が前年度末に自己都合退職すると仮定した場合の要支給額）のうち、
一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額

・⑥負担見込額〔地方道路公社〕、⑦負担見込額〔土地開発公社〕、⑧負担見込額〔第三セクター等〕、⑨負担見込額〔地方独法〕

：・地方公共団体が設立した一定の法人（設立法人）の負債の額のうち、当該設立法人の財務・経営状況を勘案して一般
会計等において実質的に負担することが見込まれる額

　・当該団体が受益権を有する信託の負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案して一般会計等において実
質的に負担することが見込まれる額

　・設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべきものとし
て当該団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財
務・経営状況を勘案して一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額

・⑩連結実質赤字額：地方公共団体の一般会計等及び公営事業会計における連結ベースでの実質赤字額
・⑪組合連結実質赤字額：一部事務組合等の連結実質赤字相当額のうち、一般会計等において実質的に負担することが見込ま
れる額

※　四捨五入の関係で、数値が一致しない箇所があります。

比較する財政の規模

標準財政規模(C)

算入公債費等の額(D)

(C)-(D)〔算定の分母〕

26,390 25,582 26,617
25,202 24,405

0

10,000

20,000

30,000

R元決算 R2決算 R3決算 R4決算 R5決算

将来負担額(A)の総額及び内訳

①地方債の現在高 ②債務負担行為
③公営企業債等繰入見込額 ④組合負担等見込額
⑤退職手当負担見込額 ⑥負担見込額〔地方道路公社〕
⑦負担見込額〔土地開発公社〕 ⑧負担見込額〔第三セクター等〕
⑨負担見込額〔地方独法〕 ⑩連結実質赤字額
⑪組合連結実質赤字額

22,210 23,104 24,499 24,741 25,042
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充当可能財源等(B)の総額及び内訳

充当可能基金

特定歳入〔都市計画税以外〕

特定歳入〔都市計画税〕

交付税算入見込額

4,179

2,478 2,118

461

▲ 636

10,048 10,462
11,308 11,255 11,488

41.5%
23.6% 18.7%
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実質的な将来負債額、比較する財政の規模及び将来負担比率

実質的な将来負債額（分子） 比較する財政の規模（分母） 将来負担比率

百万円 百万円

百万円


